
主     文 

１ 被告Ａ１有限会社は，原告に対し，被告Ａ２，被告Ａ３，被告Ａ４及び被告 

Ａ５と連帯して（ただし，被告Ａ２とは主文２項の限度で，被告Ａ３，被告Ａ

４及び被告Ａ５とは主文３項ないし５項の限度で，それぞれ連帯して）２０４

９万４６５４円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

２ 被告Ａ２は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して１０２４万７３２７ 

円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

３ 被告Ａ３は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して３４１万５７７５円 

及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払え。 

４ 被告Ａ４は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して３４１万５７７５円 

及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払え。 

５ 被告Ａ５は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して３４１万５７７５円 

及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合による

金員を支払え。 

６ 原告のその余の請求をいずれも棄却する。 

７ 訴訟費用は，これを５０分し，その１１を被告らの負担とし，その余を原告 

の負担とする。 

８ この判決は，第１項ないし第５項に限り，仮に執行することができる。 

          事 実 及 び 理 由 

第１ 請求 

１ 被告Ａ１有限会社は，原告に対し，被告Ａ２，被告Ａ３，被告Ａ４及び被告 

Ａ５と連帯して（ただし，被告Ａ２とは下記２項の限度で，被告Ａ３，被告Ａ



４及び被告Ａ５とは下記３項ないし５項の限度で，それぞれ連帯して）９５２

１万６４４８円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５

分の割合による金員を支払え。 

２ 被告Ａ２は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して４７６０万８２２４ 

円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

３ 被告Ａ３は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して１５８６万９４０８ 

円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

４ 被告Ａ４は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して１５８６万９４０８ 

円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

５ 被告Ａ５は，原告に対し，被告Ａ１有限会社と連帯して１５８６万９４０８ 

円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払済みまで年５分の割合によ

る金員を支払え。 

６ 訴訟費用は被告らの負担とする。 

第２ 事案の概要 

１ 平成１１年５月２５日，原告が運転していた自転車と，Ｂ（平成１４年２月 

２７日死亡）が運転していた普通乗用自動車が，交差点内で衝突するという交

通事故（以下「本件事故」という。）が発生し，原告が受傷した。 

  本件は，本件事故の原因がＢによる左右安全確認義務違反にあるとして，原 

告が，Ｂの使用者である被告Ａ１有限会社に対しては，自動車損害賠償保障法

（以下「自賠法」という。）３条に基づき，９５２１万６４４８円及びこれに

対する不法行為時からの遅延損害金の支払を求め，Ｂの相続人であるその余の

被告らに対しては，民法７０９条に基づき，上記損害額を法定相続分で除した

被告Ａ２について４７６０万８２２４円及びこれに対する不法行為時からの遅



延損害金，被告Ａ３，被告Ａ４及び被告Ａ５について各１５８６万９４０８円

及びこれに対する不法行為時からの遅延損害金の支払（上記被告ら４名は，上

記各金額の限度で被告Ａ１有限会社と連帯支払となる。）を求める事案である。 

２ 争いのない事実等（証拠を摘示しない事実は，当事者間に争いがない。） 

(1) 本件事故の発生 

ア 日時 

平成１１年５月２５日午前８時５分ころ 

イ 場所 

埼玉県南埼玉郡ａ町ｂ番地（以下「本件現場」という。） 

ウ 加害車両（甲１） 

(ア) 事業用普通乗用自動車 

(イ) 車両番号 春日部○○○○○○○ 

(ウ) 運転者 Ｂ（以下「亡Ｂ」という。） 

（以下「Ｂ車両」という。） 

エ 本件現場の状況（甲２） 

  本件現場の状況は，概ね別紙図面のとおりである。すなわち，本件現場は， 

白岡駅方面と県道大宮東橋線方面を結ぶ東西道路（以下「本件道路」という。）

と南北道路が交差する丁字路交差点（以下「本件交差点」という。）である。

南北道路には，本件道路に進入する手前において一時停止の交通規制がある。 

オ 本件事故の態様 

原告が，自転車（以下「原告自転車」という。）に乗って，本件道路を県 

道大宮東橋線方面から白岡駅方面に向かって直進していたところ，本件交差

点内において，南北道路から本件道路に進入しようとしたＢ車両の前部と，

原告自転車の左側面が衝突した。なお，詳細な事故態様については，後述の

とおり，当事者間に争いがある。 

(2)  亡Ｂの死亡による相続 



    亡Ｂは，本件事故後である平成１４年２月２７日に死亡し，その妻である

被告Ａ２，長女の被告Ａ３，二女の被告Ａ４及び三女の被告Ａ５が，亡Ｂが

生前負っていた債務をそれぞれ法定相続分の割合で相続した。 

(3) 被告Ａ１有限会社の賠償責任 

    被告Ａ１有限会社（以下「被告Ａ１」という。）は，本件事故当時，Ｂ車

両の保有者であり，これを自己のために運行の用に供していたので，自賠法

３条に基づき，原告が本件事故により被った損害を賠償すべき義務を負う。 

(4) 原告が受けた診断内容及び通院状況 

ア 原告は，平成１１年５月２５日の本件事故発生直後，医療法人社団Ｃ１

病院（以下「Ｃ１病院」という。）を受診したところ，全身打撲，頭部外

傷，左下腿皮下血腫及び頚椎捻挫と診断され，治療のため，翌２６日まで

入院し，同月２７日から同年６月２８日まで，同病院に９日間通院した（甲

３）。 

イ 原告は，同月１２日，Ｄ１病院を受診したところ，頚部捻挫，左下腿挫

傷と診断され，以後，同年７月１３日までの間に６日間の通院をした（甲

４の１及び２，乙１）。 

ウ 原告は，同日，Ｅ病院を受診したところ，外傷性頚部神経根症，反射性

交感性ジストロフィーと診断され，翌１４日から同年１１月１６日まで１

２６日間（内６日は外泊）にわたって入院した（甲５の１ないし４）。ま

た，原告は，同日，同病院において，頚部捻挫，反射性交感神経性ジスト

ロフィー（右上肢）と診断された（甲５の４）。 

エ 原告は，同月２２日，同病院から紹介を受け，Ｆ１病院を受診し，以後， 

平成１３年８月ころまで通院を継続したところ，同病院整形外科のＦ２医

師は平成１２年５月１２日に，同病院麻酔科ペインクリニックのＦ３医師

は平成１３年８月１４日に，それぞれ傷病名を反射性交感神経性ジストロ

フィー，症状固定日を平成１２年５月１２日とする自動車損害賠償責任保



険後遺障害診断書を作成した（甲６の１及び２）。 

また，同病院整形外科のＦ４医師は，平成１３年９月２０日，原告につ

いて，障害名を「右手，肘（右上肢機能障害），左下肢機能障害」，原因

となった疾病・外傷名を「反射性交感性ジストロフィー，交通」とする身

体障害者診断書・意見書（肢体不自由用）を作成し，原告の障害の程度に

ついて，身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当し，その障害程度等級

を「３級相当」とする参考意見を付した（甲１１）。 

オ 原告は，平成１４年２月２８日，Ｇ１リハビリテーションセンター整形

外科を受診したところ，同科のＧ２医師は，原告について，障害名を「右

手，肘（右上肢機能障害），左下肢機能障害」，原因となった疾病・外傷

名を「反射性交感性ジストロフィー，交通」とする身体障害者診断書・意

見書（肢体不自由・脳原性運動機能障害用）を作成し，原告の障害の程度

について，身体障害者福祉法別表に掲げる障害に該当し，その障害程度等

級を「２級相当」とする参考意見を付した（甲１３）。 

    また，同科のＧ３医師は，同年４月２３日，原告について，同年３月２

９日の初診時には右上肢，左下肢の浮腫，異常知覚，運動障害を呈してい

たが，その後，内服治療，ブロック治療，物理療法を継続するも効果なし

との所見を示したうえ，障害の原因となった傷病名を「反射性交感神経性

ジストロフィー」とする国民年金厚生年金保険診断書（肢体の障害用）を

作成した（甲１５）。 

カ 原告は，同年３月２日から平成１５年１０月１８日まで，運動療法によ

るリハビリなどを行うため，医療法人社団Ｈ整形外科内科（以下「Ｈ整形

外科内科」という。）への通院を継続した（乙８）。 

キ 原告は，平成１４年３月４日から同月１８日まで，Ｉ１クリニックへ通

院した。 

ク 原告は，同年４月１５日，財団法人Ｊ１クリニック健康医学センターを



受診し，同年７月１日には，同センターのＪ２医師から，右半身麻痺，左

下肢麻痺，右拇指屈曲麻痺，右手関節屈曲変形，正中神経麻痺，右肩関節

硬縮，右肘関節硬縮，右膝関節硬縮との診断を受けた（甲９）。 

ケ また，原告は，同年４月２４日から，財団法人Ｋ１病院への通院を開始

し，同月２６日，同病院脳外科のＫ２医師に紹介されて，Ｌ１病院神経内

科を受診した（甲８，乙１２，１４）。 

コ 原告は，平成１５年４月２日，医療法人財団Ｍ１病院（以下「Ｍ１病院」 

という。）を受診したところ，右上肢・左下肢麻痺，右肩・肘・手・指関

節拘縮，左股・膝・足関節拘縮，右顔神経麻痺，右上肢・左下肢知覚異常

との診断を受けた（甲１０）。 

サ 原告は，同年５月１２日，Ｎ病院を受診したところ，顔面神経右不全麻

痺，右上肢不全麻痺，左下肢不全麻痺と診断された（乙１５）。 

シ 原告は，平成１６年８月９日，医療法人財団Ｏ１病院（以下「Ｏ１病院」 

という。）リハビリ科を受診したところ，同科のＯ２医師は，同日，原告

について，傷病名を反射性交感神経性ジストロフィーとする年金診断書

（肢体の障害用）を作成し，平成１７年８月２９日にも同様の診断書を作

成した（甲３０，３１）。 

(5) 原告に対する身体障害者手帳の交付 

ア 原告は，平成１３年１０月１５日，埼玉県知事から，障害名を「外傷，

疾病による右上肢機能障害」，障害程度等級を「３級２種」とする身体障

害者手帳の交付を受けた（甲１２）。 

イ 原告は，平成１４年３月２６日，埼玉県知事から，障害名を「外傷，疾

病による右上肢機能障害，左下肢機能障害」，障害程度等級を「２級２種」

とする身体障害者手帳の交付を受けた（甲１４）。 

(6) 原告の後遺障害認定 

ア 自動車保険料率算定会は，平成１４年２月１８日，原告の右前腕の痛み



及び筋力不全等の症状について，本件事故による頚椎捻挫を契機として生

じた反射交感神経性ジストロフィー（ＲＳＤ）に起因する症状であり，「局

部に頑固な神経症状を残すもの」として，自動車損害賠償保障法施行令別

表第２の第１２級１２号に該当すると判断するとともに，左下肢痛及び痺

れ等の症状については，ＲＳＤに起因する症状と捉えることは困難である

として，第１４級１０号に該当すると判断したうえ，自賠等級併合第１２

級に該当すると認定した（甲１６）。 

イ これに対し，原告は，同年８月２６日，異議を申し立てたが（甲１７）， 

損害保険料率算出機構は，平成１６年８月１６日，既認定どおり，自賠等

級併合第１２級に該当すると判断した（甲１８）。 

(7) 原告に対する既払金 

   原告は，被告Ａ１が保険契約をしている株式会社Ｑ（以下「Ｑ」という。）

から，本件事故により平成１３年４月までに生じた治療費，薬代及び休業損

害について，合計５１０万８３４０円の支払を受けた。 

３ 争点及びこれに関する当事者の主張 

(1)  本件事故の態様及び亡Ｂの責任原因 

（原告の主張） 

  Ｂ車両は，南北道路から本件道路に進入する直前に一時停止の規制に従っ

て停止をしたが，その後さらに進行したところ，亡Ｂは，同車両から約２．

８ｍの距離まで接近していた原告自転車を発見してブレーキをかけたもの

の間に合わず，原告自転車の左側面とＢ車両前部とを衝突させたものであり，

亡Ｂには，左右の安全確認について注意義務を怠った過失がある。 

 また，本件交差点にはミラーもあったのであるから，亡Ｂは，見通しの悪

い本件交差点においてミラーでの確認を行っていれば，本件道路に青信号に

従って走行する車両や歩行者等の存在に気付くことができたと考えられ，こ

の点からしても，亡Ｂの左右の進行車両及び歩行者の有無についての注意義



務が不十分であったといえる。 

 したがって，亡Ｂは，原告に対し，民法７０９条に基づき，原告が本件事

故により被った損害を賠償すべき義務を負う。 

（被告らの主張） 

Ｂ車両は，一時停止の規制に従って停止線で停止したが，亡Ｂは，本件交 

差点の見通しが悪いため，左右の安全確認をしようと，停止線から３．３ｍ

前進して再度停止させ，さらに，徐行しながら進行させて特に右方向の安全

を確認しようとしていたと推定できる。そして，亡Ｂが，再度停止した地点

から僅か１．６ｍ前進したところで，原告自転車を発見したことからすると，

亡Ｂは，極めて低い速度でＢ車両を前進させていたものと考えられ，非常に

注意深く本件交差点に進入していったことが認められる。すなわち，本件交

差点は見通しが悪く，Ｂ車両の前部（ボンネット部分）を本件交差点にある

程度進入させなければ，左右の安全確認をできないことからすると，亡Ｂと

しては，適切な運転方法をとっていたというべきであり，左右の安全を確認

しつつ少しずつ前進する中で突然視界に入ってきた原告自転車がＢ車両に

接触するのを避けることは，亡Ｂの置かれた状況からすると極めて困難であ

ったというべきである。 

したがって，亡Ｂは，原告車両との衝突を回避する措置を十分に果たして 

いたといえ，亡Ｂにとって本件事故は避けがたいものであったといわざるを

得ない。 

(2) 過失相殺 

（被告らの主張） 

   原告は，本件交差点の見通しが悪いのであるから，速度を落としたうえで， 

前方を注視し，本件交差点に車両や歩行者が進入して来ないか注意して進行

すべきであった。 

しかるに，原告は，自己の前方不注視により，Ｂ車両が本件交差点に進入 



して来るのを発見するのが遅れ，回避措置をとったものの間に合わず，停止

していたかほぼ停止状態にあったＢ車両の前部をかすり，転倒してしまった

ものであり，原告には，前方不注視の重大な過失があったといわざるを得な

い。 

したがって，原告には少なくとも３５パーセント程度の過失が認められる 

べきである。 

（原告の主張） 

   原告は，対面の信号機が青色を示していたため，これに従って進行してい 

たのであり，原告には，左方から進行してくる車両の存在まで予想して進行

しなければならない注意義務はない。 

したがって，本件事故について原告に過失はなく，過失相殺をすることは 

許されない。 

(3) 後遺障害の内容及び程度 

（原告の主張） 

   原告は，本件事故により，全身打撲，左下肢皮下血腫，頚椎捻挫等の傷害 

を受け（甲３の３），その後，原告には，右上肢・左下肢麻痺，右肩・肘・

手・手関節拘縮，左股・膝・足関節拘縮，右顔神経麻痺，右上肢・左下肢知

覚異常，右顔面・右上肢・臍高までの右上半身・臍高以下の左下半身・左下

肢の知覚過敏及び疼痛といった症状が出現したところ（甲１０の１），これ

らの症状は，本件事故により発症した反射性交感神経性ジストロフィー（Ｒ

ＳＤ）に基づくものであって（甲５，乙３，１０），今後の症状改善は期待

できない。なお，鑑定人は，右上肢はジストニア，左下肢は軽度のＲＳＤと

診断しているが（鑑定の結果），鑑定人はＲＳＤ患者に対して偏見をもって

診察しているのが窺われること，診察時間がわずか１時間前後と短かったこ

とからすると，必ずしも原告の症状を正確に把握したものとはいえない。 

   そして，原告は，上記症状により，右手の手指を左手のように開けない状 



態であり（甲２１ないし２９），顔を洗う，髪をとかす，歯をみがく，洋服

を着るといった日常生活において手を用いる動作は，全て左手で行わなけれ

ばならない状態である（甲４９の１ないし１２）。また，歩行する際には，

家の中でも外出時でも，杖を使用し（甲４９の１３），靴も特別注文のもの

を使用しなければならない（甲４９の１４及び１５）。また，原告に生じて

いる疼痛は酷く，原告が痛みに耐えて歯をくいしばることを繰り返した結果，

その臼歯にひび割れが起きているほどである（甲４９の１６）。 

   このように，原告の日常生活は身体の機能障害により極めて制約されてい 

るのであり，また，原告の知覚異常部が右上半身，左下半身全体に及んでい

ることに照らせば，原告の後遺症等級は第３級３号の「神経系統の機能に著

しい障害を残し，終身労務に服することはできない」に該当するというべき

であり，労働能力を１００パーセント喪失しているといえる。 

   仮に原告が終身労務に服することができないとの主張が認められないと

しても，後遺障害等級は，特に軽易な労務以外の労務に服することができな

いとする右上肢について７級の４，左下肢について７級の４で，併合して５

級の２に該当するというべきである。 

（被告らの主張） 

原告の主張は争う。原告はＲＳＤを発症していないし，原告に終身労務に 

服することができない程度の疼痛が生じているとは到底認められない。原告

が訴える症状には不自然な点が多くみられ，医学的な裏付けがない。 

原告の後遺障害等級については，後遺障害等級認定票（甲１６）に「障害 

の程度としては，…症状は改善傾向にあるものと捉えられますが，現在も症

状が継続していることを勘案すれば」との記載があり，第１２級１２号が適

用されていることから，原告に生じた疼痛は，そもそも改善傾向にあるもの

であり，現在も症状が継続していることを最大限考慮したとしてもせいぜい

１２級１２号（１４級の可能性もある。）となるにすぎない。 



(4) 症状固定日 

（原告の主張） 

   本件事故による原告の症状固定日は，平成１４年２月２８日である。 

   原告の症状固定日について，平成１２年５月１２日とするＦ１病院作成の 

後遺障害診断書（甲６の１）もあるが，同診断書には，傷害の増悪，緩解の

見通しとして「痛み持続の可能性あり」との記載があること，その後も原告

が同病院に通院していたこと，同病院作成の平成１３年８月１４日付け後遺

障害診断書（甲６の２）には「季節的要因により悪化する可能性あり」との

記載があることからすると，Ｇ１リハビリテーションセンター整形外科のＧ

２医師から身体障害者福祉法別表の障害程度２級相当と診断された平成１

４年２月２８日を症状固定日とするのが相当である（甲１３，１９）。 

   なお，被告らは，症状固定日を平成１２年５月１２日と主張するが，そも 

そもＲＳＤという病態は，その原因たる事故があった後わずか１年でその症

状が固定するというものではなく，その病期において第１ないし３期という

経過を経るもので第３期は２年以上のものであるから，妥当でない。 

（被告らの主張） 

   本件事故による原告の症状固定日は，平成１２年５月１２日である。 

   原告の後遺障害診断書のうち，症状固定日の記載があるのは甲６号証の１ 

及び２のみであり，いずれも症状固定日は平成１２年５月１２日と記載され

ている。甲６号証の１の後遺障害診断書は，Ｆ１病院整形外科Ｆ２医師が作

成したものであり，甲６号証の２の後遺障害診断書は，同病院麻酔科ペイン

クリニックＦ３医師が作成したものであるが，原告は，同整形外科を平成１

１年１１月２２日から，同麻酔科ペインクリニックを平成１２年１月１４日

から，それぞれ受診していたところ，上記各医師は，何か月も原告を診察し

てきた結果，平成１３年７月１６日及び同年８月１４日に，それぞれ症状固

定時期を平成１２年５月１２日と診断したのであり，かかる医師の判断は尊



重されるべきである。なお，同整形外科のＦ４医師も，同日をもって症状固

定と診断している（甲１１，乙３）。 

   また，原告におけるＲＳＤの病期の特定は不可能であるし（鑑定の結果）， 

平成１２年５月１２日以降，積極的な治療が行われ，症状が改善されたこと

を示す証拠もない。 

(5) 素因減額の当否及び程度 

（被告らの主張） 

  ア 原告の既往症 

原告には，慢性甲状腺炎，全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ），慢性腎 

不全，鉄欠乏症貧血，橋本病の既往症が存在しており，原告が訴える症状

は，この全身性エリテマトーデス（ＳＬＥ）の合併症，続発症とも捉える

ことが可能である。 

 イ 心因的・精神的要素 

ＲＳＤには，素因が関与しているといわれるが，治療過程（カルテ）や 

鑑定の結果，Ｐ２医師の意見書をふまえれば，原告の症状の発症や継続に

おいて，原告の個人的性格素因や心因的要因が影響していることは明らか

であるから，少なくとも７割程度の素因減額が認められるべきである。 

（原告の主張） 

  ア  原告の既往症について 

    原告に橋本病（慢性甲状腺炎）の既往症が存在していることは認めるが 

その余は否認ないし争う。 

  イ  心的素因について 

争う。 

そもそもＲＳＤ発症と素因との因果関係を証明する医学的知見は存在 

せず，医学的に解明されていない。また，原告は，平成１５年１０月１６

日にＧ１リハビリテーションセンターの神経科外来を受診した際，精神科



的には異常なしと診断されているし（乙１０），原告が受診した医療機関

の中で心因性による症状を指摘する医療機関は１つもない。 

なお，鑑定人による個人的な性格素因が影響しているとの指摘（鑑定の 

結果）も，心的素因の影響を見逃せないとしたＰ２医師の意見書（乙１７）

も，客観的にこれを裏付ける資料が示されておらず，信用できないもので

ある。また，交通事故の被害者であれば，加害者に対する怒りや，効果が

出ない治療への不満，誠意を感じない保険会社への不信感といった心情を

抱くのは当然であるから，これを原告のＲＳＤ発症の素因とすることはで

きない。 

(6) 原告に生じた損害 

（原告の主張） 

ア 治療費         ８１万７３１４円 

   原告は，別紙医療機関別費用明細一覧表に記載のとおり，本件事故発生 

日である平成１１年５月２５日から平成１４年８月１１日までの間，治療

費として合計３４万０５４２円を支払った。また，Ｑは，原告の治療費と

して４７万６７７２円を医療機関に支払った。 

イ 入院雑費        ２１万７６００円 

   原告は，合計１２８日間入院し，１日１７００円の入院雑費を要した。 

ウ 交通費         ４０万３１８０円 

   原告は，電車やタクシーなどを利用して医療機関の治療や検査を受けた 

ため，別紙医療機関別費用明細一覧表に記載のとおりの交通費を負担した。 

エ 休業損害       ６６４万５２２８円 

   原告は，平成１１年４月１日，Ｙ株式会社に入社したものの，わずか１ 

か月余り後の同年５月２５日に本件事故にあい，就労が不能となったため，

同年９月末日をもって同会社を退社した。そして，原告は，被告Ａ１から

Ｑを通じ，同年６月分から平成１３年４月分までの休業損害として合計４



６３万１５６８円の支払を受けていたから，原告に生じた休業損害は月額

２０万１３７２円となるところ，原告の症状固定日は平成１４年２月２８

日であるから（甲１３，１９），事故日から平成１４年２月分までの休業

損害額の合計額は６６４万５２８８円となる（原告の請求額はこれより６

０円少なくなっている。）。 

（計算式） 

   ４６３万１５６８円÷２３か月＝２０万１３７２円 

   ４６３万１５６８円＋（２０万１３７２円×１０か月）＝６６４万５２ 

８８円 

オ 後遺障害による逸失利益  ６２０８万４０３７円 

上記(3)及び(4)で主張したとおり，原告の症状は平成１４年２月２８日 

に固定したが，後遺障害により労働能力を１００パーセント喪失した。そ

こで，昭和４４年８月２５日生まれの原告について，平成１３年の賃金セ

ンサス第１巻第１表，産業計，企業規模計，学歴計による全年齢女子労働

者の平均年収３７９万１６００円に，原告の就労可能期間である３５年の

ライプニツ係数１６．３７４１を乗じると，原告の後遺障害による逸失利

益は６２０８万４０３７円となる。 

（計算式） 

   ３７９万１６００円×１６．３７４１＝６２０８万４０３７円 

カ 入通院慰謝料     ３３８万円 

   １２８日間の入院と４０５日間の通院による入通院慰謝料として，３３ 

８万円が相当である。 

キ 後遺症慰謝料    ２２００万円 

   上記(3)で主張したとおり，原告の症状は，後遺障害等級の第３級３号

「神経系統の機能に著しい障害を残し，終身労務に服することはできな

い」に該当するので，原告の後遺症慰謝料としては，２２００万円が相当



である。 

ク 弁護士費用      ４７７万７４２９円 

ケ 損害の填補      ５１０万８３４０円 

   被告らは，原告に対し，上記損害のうち５１０万８３４０円を保険会社 

を通じて支払ったので，これを損害合計額から控除する。 

コ 合計        ９５２１万６４４８円 

（被告らの主張） 

ア 治療費について 

争う。ただし，被告らが，Ｑを通じて治療費として４５万４３１２円を 

医療機関に支払ったことは認める（乙２３ないし２８）。 

上記(4)で主張したとおり，本件事故による症状固定日は平成１２年５ 

月１２日であるから，本件事故と相当因果関係のある治療期間として認定

されるのは，せいぜい同日までである。それ以外の治療費は症状固定後の

ものとなり，賠償実務上は損害と認められない。 

なお，被告らは，原告に対し，原告提出の領収書に基づいて治療費とし 

て合計５万９３１８円を支払った（乙１９ないし２２）。 

イ 入院雑費について 

   争う。 

原告は，本件事故から２か月近く経過した平成１１年７月１４日から約 

５か月間入院しているが，本件事故当日に搬送されたＣ１病院で１泊した

以外に入院指示はなく，外来で対応することもできた（乙２）。したがっ

て，入院の必要性を争う以上，入院雑費も認められない。 

ウ 交通費について 

   争う。 

   本件事故と相当因果関係の認められる交通費は，症状固定日である平成 

１２年５月１２日までであるところ，原告が主張する別紙医療機関別費用



明細一覧表に記載された交通費はいずれも症状固定日後のものであるか

ら，認められない。 

   なお，被告らは，原告が平成１１年５月２５日から同年７月１３日まで 

に通院のためタクシーを利用した際の交通費２万２４６０円を，タクシー

会社に直接支払った（乙２９）。 

エ 休業損害について 

   争う。 

   原告に休業損害が認められるのは，症状固定日である平成１２年５月１ 

２日までである。しかも，原告の傷病がそもそもＲＳＤであるかすら疑わ

しく，後遺障害の程度はせいぜい１２級あるいは１４級程度と考えられ，

決して重篤なものとはいえないこと，原告には心因性の要因が極めて大き

いこと等に照らせば，症状固定日までの約１年間，全く就労不可能であっ

たとはいえないため，日額満額の休業損害を認定することはできない。仮

に休業損害が認められるとしても，約１年間全期間を通じてせいぜいその

５割程度である。 

   また，原告の休業損害を算定する際の基礎収入は，休業損害証明書（乙 

１８）から日額６３５０円と考えるべきである。 

オ 後遺障害による逸失利益について 

争う。 

上記(3)で主張したとおり，原告の後遺障害等級は，せいぜい１２級あ 

るいは１４級程度であるから，同等級に応じた労働能力喪失割合が認定さ

れるべきである。原告の労働能力喪失期間については，鑑定人も訓練いか

んで改善する可能性を認めており，改善可能性が認められること，実際，

以前に比べると改善してきていると考えられること，原告の症状は原告の

心因的要因が大きいことなどから，長くても５年程度と判断されるべきで

ある。また，原告の基礎収入については，仮に賃金センサスを用いるとし



ても，最新の経済動向を踏まえた新しい賃金センサスである平成２０年度

女子労働者学歴計全年令平均給与額３４９万９９００円を用いるべきで

ある。 

カ 入通院慰謝料について 

争う。 

症状固定日が平成１２年５月１２日であること，また，上記イのとおり， 

入院の必要性が認められないことから，症状固定日までの通院のみを前提

とする慰謝料（２５０万円程度）に限定されるべきである。 

キ 後遺症慰謝料について 

   争う。 

   上記(3)で主張したとおり，原告の後遺障害等級は，せいぜい１２級あ

るいは１４級程度であるから，同等級に相当する慰謝料が認められるべき

である。 

ク 弁護士費用について 

争う。 

ケ 損害の填補について 

認める。 

第３ 争点に対する判断 

１ 争点(1)（本件事故の態様及び亡Ｂの責任原因）と争点(2)（過失相殺）につ

いて 

(1) 上記争いのない事実等に加えて証拠（甲１，２，４１，４４，５０，原告 

本人）及び弁論の全趣旨によれば，次の事実が認められる。 

ア 本件事故現場の状況 

   本件現場は，別紙図面のとおり，白岡駅方面と県道大宮東橋線方面を結 

ぶ本件道路と南北道路が交差する本件交差点である。本件交差点には，本

件道路を走行する車両に対面する信号機（押ボタン信号）が設置されてい



るが，南北道路から本件道路に進入する車両に対面する信号機は設置され

ていない（ただし，本件道路を横断する歩行者向けの信号機が設置されて

いる。）。 

   本件道路と南北道路は，いずれもアスファルト舗装された平たんな道路 

であり，いずれも制限速度が時速４０キロメートルに規制されている。 

   本件道路には，車両の通行を規制する道路標示による中央線が設けられ 

ており，優先道路である。なお，本件道路の交差点手前の左側には駐車場

があり，同駐車場は，一定間隔に立てられた木の柱とこれをつなぐ鉄鎖に

よって囲われている。 

    他方，南北道路には，本件道路に進入する手前において一時停止の交通 

規制があり，本件交差点内の南側には，南北道路から進入する車両に対面

して左右を確認するためのミラーが設置されている。なお，南北道路の交

差点手前の左側には石垣が続いており，右側には上記駐車場がある。 

イ 本件事故の態様 

(ア) 原告は，平成１１年５月２５日午前８時５分ころ，会社に出勤するた 

め，白岡駅に向かって原告自転車で本件道路を走行し，信号機が青色を

表示している本件交差点を直進していたところ，左方の南北道路から本

件道路へ進入しようとしていたＢ車両の前部が，原告自転車の左側面及

び原告の左足に衝突した。これにより，原告は右側に転倒し，原告自転

車のタイヤ部分はＢ車両の下に少し入り込む形となった。なお，原告は，

本件事故直前までＢ車両の存在に気がつかなかった。 

(イ) 亡Ｂは，タクシーであるＢ車両に客を乗せて，南北道路を走行してい 

た。そして，本件道路へ右折進入しようと，本件交差点手前の一時停止

線のところで一時停止し，さらに数メートルほど進んで再度停止したが，

それから少し進行した直後，Ｂ車両から約２．８ｍ離れた地点において，

原告自転車が本件交差点を直進しようとしていることに気がつき，ブレ



ーキをかけたが間に合わず，別紙図面の地点において，原告自転車と

衝突した。 

(2) 上記(1)アに認定の事実によれば，本件交差点には本件道路に対面して信

号機が設置されているものの，これは，本件道路を横断する歩行者のために

設けられたものであって，南北道路から本件道路へ進入する車両については，

信号機による規制が行われていないことが認められる。そうすると，本件交

差点は，いわゆる交通整理の行われていない交差点に当たるところ，かかる

交差点について，道路交通法３６条２項は，車両は，その通行している道路

が優先道路である場合を除き，交差道路が優先道路であるときは，当該交差

道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない旨を定め，また，同法４３

条は，車両は，道路標識等により一時停止すべきことが指定されているとき

は，道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならず，かつ，交

差道路を通行する車両の進行妨害をしてはならない旨を定める。そして，上

記に認定のとおり，本件道路は優先道路であるのに対し，Ｂ車両が走行し

ていた南北道路の本件交差点手前には一時停止の交通規制があるから，本件

交差点へ進入しようとしていたＢは，優先道路である本件道路を直進してい

た原告自転車の進行を妨害しないよう，本件交差点へ進入するに際して左右

の安全確認をすべき注意義務を負っていたというべきである。 

    しかるに，上記(1)に認定のとおり，亡Ｂは，優先道路の右方から原告自 

転車が直進していたにもかかわらず，Ｂ車両を原告自転車の走行車線上に進 

出させて衝突したのであって，約２．８ｍも接近した時点で初めて原告自転

車の存在に気がついたことを考え合わせれば，亡Ｂは，前方に設置されて 

いたミラー又は目視で本件道路右方の安全確認をしなかったか，していたと 

しても不十分であったと認めるのが相当であり，上記注意義務違反に基づく 

責任を負うというべきである。 

(3) もっとも，上記(1)に認定したとおり，Ｂ車両は，本件交差点の手前にお 



いて一時停止をしており，衝突による衝撃も原告が右側に倒れた程度であっ 

たことからすると，Ｂ車両の速度は相当程度低かったものと推認される。そ 

して，上記(1)に認定の事実によれば，原告から南北道路（左方）を見通す 

ことが可能であったと認められるから，前方の信号が青色表示であったこと 

を考慮しても，原告は，南北道路から進入しようとしているＢ車両の存在及 

び動静を，本件交差点よりも相当手前の地点において確認することが可能で 

あったと認められ，その地点で減速していれば本件事故を回避できた可能性 

が高いとえる。 

    しかるに，原告は，本件事故直前までＢ車両に気がつかなかったというの 

であるから，原告には，前方及び左方を注視してＢ車両の存在及び動静に注

意を払うべき義務を怠った過失があるというべきである。 

(4) したがって，本件事故の発生については，亡Ｂと原告双方に過失があるこ 

とが認められるが，亡Ｂはタクシー運転の業務において事業用普通乗用自動

車であるＢ車両を運転していたのに対し，原告は自転車を運転していたこと，

本件道路が優先道路であったこと，Ｂ車両の対面にはミラーがあったうえ，

目視でも右方を見通すことができたのであり，亡Ｂにとって左右の確認は比

較的容易であったといえること等に照らせば，本件事故は主に亡Ｂの過失に

よるものといわざるを得ず，以上の事情を総合すれば，亡Ｂと原告の過失割

合は９対１とするのが相当である。 

２ 争点(3)（後遺障害の内容及び程度）と争点（症状固定日）について 

(1) 原告の病状及び診療経過について 

   証拠（甲３の１ないし５，４の１及び２，５の１ないし４，６の１及び２， 

７ないし９，１０の１ないし３，１１ないし３１，４４，４６，４７，４９ 

の１ないし１６，５０，５１，５２の１及び２，乙１ないし４，６の１及び 

２，７ないし１５，１７，原告本人，鑑定の結果）及び弁論の全趣旨によれ 

ば，原告の病状及び診療経過について，次の事実を認めることができる。 



ア 本件事故時の受傷状況 

   原告は，平成１１年５月２５日午前８時５分ころに発生した本件事故の 

際，Ｂ車両の前部バンパーが原告自転車と原告の左下肢に当たって右側へ

倒れ，右腕の肘あたりを地面に打った。原告は，自力で起き上がったもの

の，足もとにしびれを感じ，立っていられなくなった。  

イ Ｃ１病院 

 (ア) 原告は，同日午前８時２５分ころ，救急車でＣ１病院に搬送され，同 

病院の外科を受診したところ，Ｃ２医師は，全身打撲，頭部外傷，左下

腿皮下血腫と診断し，左下腿について湿布を処方した。原告は，受診時

には意識清明であったが，受傷時に意識レベルの低下があったと訴えた

ため，頭部のＣＴ検査を受けるも異常はみられず，ただ，経過観察と安

静が必要として，翌日まで入院することとなった。なお，レントゲン検

査結果でも異常は認められなかった。 

    Ｃ２医師は，同日，同病院の整形外科医師に原告の左下肢について診 

療を依頼したところ，同医師は，病名を左下腿打撲としたうえ，通院治

療で足りると診断した。 

    原告は，頚部痛を訴えていたが，翌２６日，頭部のＣＴ検査で異常が 

なかったため，そのまま退院となった。   

(イ) 原告は，同月２９日，頚部の痛みを愁訴として同病院の外科を受診し 

たところ，Ｃ２医師は，首を固定するためのポリネックと湿布を処方し，

病名を全身打撲，頭部外傷，左下腿皮下出血及び頚椎捻挫，全治約１０

日間の治療安静を要する見込みであるとする診断書（甲３の１）を作成

した。そして，Ｃ２医師は，同月３１日，原告の頸部痛について同病院

の整形外科医師に診療を依頼したところ，同医師は，上肢の可動域を正

常と診断したうえ，消炎鎮静剤と内服薬を処方した。 

   その後，原告は，同科において頚部の治療を続けるとともに，左下腿 



についても同病院の外科での治療を続け，同年６月２８日まで，同病院

に合計９日間通院した。 

ウ Ｄ１病院 

   原告は，退院後から度々発熱するようになり，既往症である橋本病（甲 

状腺疾患）が再発した可能性があると考え，平成１１年６月１０日，Ｃ２

医師に，以前から橋本病の治療を受けていたＤ１病院を紹介してもらい，

同月１２日に同病院を受診した。 

   同病院内科のＤ２医師は，原告の甲状腺腫について軟小と診断し，橋本 

病の発症を認めなかったが，同日，原告の希望により，同病院リハビリテ

ーション科・整形外科のＤ３医師に診療を依頼した。 

   そこで，Ｄ３医師は，同月１５日，原告の診療を行い，頚部運動の制限 

を認め，原告の症状について頚部捻挫，左下腿挫傷と診断したうえ，約３

週間の経過加療を要する見込みであると判断した。 

   その後，原告は，同科において，合計６日間の通院加療を受けたが，レ 

ントゲン検査で骨に異常はみられず，ＭＲＩ検査でも明らかな信号変化は

なかったにもかかわらず，頸部及び上肢の症状が改善しなかったため，同

年７月１３日をもってＥ病院へ転医することになった。 

エ Ｅ病院 

   原告は，平成１１年７月１３日，Ｅ病院を受診し，頸部痛と右上肢の運 

動障害を訴えたところ，同病院医師から，外傷性頚部神経根症，反射性交

感性ジストロフィー（ＲＳＤ）と診断され，翌１４日から同病院リハビリ

テーション科において入院加療を受けることになった。 

   原告は，入院当初，右上肢，特に手関節以遠の浮腫が著明であり，その 

ため可動域制限があること，右上肢にしびれがあり，そのため歩行時に右

上肢のふりがみられないこと，足尖部への荷重時に疼痛があり，歩行は踵

のみで接地していることが認められたため，１２６日（内６日は外泊）に



わたる入院期間中，頚椎牽引（８㎏），右上肢エアーマッサージ，右上肢

可動域訓練などの施行を受けるとともに，自主トレーニングとしてタオル

ギャザー，踵上げ，エルゴメーターを行った。その結果，同病院医師は，

同年１０月２５日時点における原告について，浮腫がほとんどなくなり，

可動域制限もみられないこと，ただ，上肢挙手は鼻の高さまでしかできず，

握力は左１７．５㎏，右２．５㎏であること，以前より足尖部への荷重が

可能になったこと，しかし，歩行に顕著な改善はみられないことを認めた。 

   その後，原告は，保険会社の勧めもあって，自宅から通えるＦ１病院の 

整形外科に転医することになり，同年１１月１６日にＥ病院を退院した。

なお，原告は，同日，Ｅ病院において，頚部捻挫，反射性交感神経性ジス

トロフィー（右上肢）との診断を受けた。 

オ Ｆ１病院等 

 (ア) 原告は，平成１１年１１月２２日，Ｆ１病院の整形外科を受診し，右 

手のしびれと筋力低下，左足母指の痛みを訴えたところ，同病院のＦ２

医師は，原告について，左足に疼痛があり，これをかばって引きずり歩

行していること，握力が左３０㎏，右１０㎏であること，動きや圧痛に

問題はないこと，二頭筋，三頭筋に異常はないが右三角筋以下の徒筋力

テスト結果が３ないし４であったこと（筋力が消失又は著減の場合は０

ないし２に，筋力半減の場合は３に，筋力がやや減又は正常の場合は４，

５に該当するものとする。以下同じ。），レントゲン検査では骨折が明

らかでなかったことを認めた。 

    また，Ｆ２医師は，同月３０日，原告について，右肩から手及び左下 

腿は触っただけで痛みを感じる状態であること，左足をかばって引きず

り歩行していること，動きに問題はないこと，健反射や二頭筋，三頭筋

に問題はないが，右上腕及び左下腿の徒筋力テスト結果は測定不可であ

ることを認めた。 



   さらに，Ｆ２医師は，同年１２月１４日，原告について，ＭＲＩ検査 

の結果によれば頚椎に神経損傷がみられないこと，レントゲン検査の結

果によれば左下腿及び足関節の骨折が明らかでないことを確認し，右上

肢及び左下肢について「ＲＳＤ？」と診断したうえ，同病院麻酔科ペイ

ンクリニックのＦ４医師を紹介した。 

(イ) 原告は，平成１２年１月１４日，同病院麻酔科ペインクリニックを受 

診し，以後，星状神経節ブロックや仙骨硬膜外ブロック，点滴療法（ノ

イロトロピン），レーザーなどの施行を週１ないし２回の頻度で継続的

に受けたところ，同年１０月３１日時点において，同クリニックのＦ３

医師は，原告の症状について，痛みは現在減少しつつあり，当初１００

㎜であったＶＡＳ（Visual Analog Scale。患者自身による痛みの強さ

の評価をいい，１００㎜が最大の痛みとする。）は３５㎜まで減少して

いる，アロディニア（触っただけでも傷むこと）は初診時よりは減少し

ているものの著明である，患部の冷感が不変である，星状神経節ブロッ

クや仙骨硬膜外ブロックを施行した後３日間は痛みが薄らぐが，ブロッ

クの間隔が空くと痛みやしびれ，冷感が増強するとの所見を示した。 

(ウ) 原告は，右手の指を開くことができなくなっていたところ，指と指の 

間にカビが生じたので，その治療のため，同年４月１１日から同年１２

月１９日までの２０日間，Ｆ３医師の紹介によりＲクリニックに通院し

た。 

(エ) 原告は，同病院整形外科での受診も継続していたところ，Ｆ２医師は， 

同年１２月１９日，原告の上肢の疼痛が改善してきたことを受け，今後

はリハビリが必要であるとして，Ｓ１病院整形外科のＳ２医師に原告の

リハビリを依頼した。 

   そこで，原告は，平成１３年２月１２日，同病院において，右上肢（左 

下肢）ＲＳＤとの診断を受け，右の肩，肘，手及び手指の可動域訓練の



ため，運動療法及び温熱療法によるリハビリを開始したが，同年３月１

９日，原告から，機能的に改善がみられれば，病院でのリハビリよりも

自主的にスポーツ施設等の機関を利用する方が精神的にも合っている

旨の申し出があり，リハビリ担当者からもリスク管理さえできれば現時

点で自主的な運動も可能であるとの所見が示されたため，同病院におけ

る原告のリハビリは同年３月１９日ころをもって終了した。 

(オ) また，Ｆ２医師は，同年１月３０日，原告について，１年以上にわた 

りＦ１病院麻酔科ペインクリニックにおいて上記(イ)のような治療を

受けたにもかかわらず，腫脹は徐々に改善し，痛みも少し改善したもの

の，左下腿と右上肢の疼痛がなお残存しているのは，神経学的所見に異

常がみられないことや疾病の性質に照らして，心因性の要素もあるとの

疑いから，原告にＴ１病院の精神科を紹介した。 

   そこで，原告は，同年２月２１日，同科を受診し，その後２回再受診 

したところ，Ｔ２医師は，心理テスト結果に問題はないとしたうえ，抑

うつ状態と診断し，同年４月１６日，Ｆ２医師に対し，要旨「心因性の

疼痛の要素もあるが，原告には，疼痛がありながらもできる限り健常者

と同じように行動しようとする前向きさが認められること，かつて前医

と原告のリハビリ意欲のなさをめぐってトラブルがあったことを考え

ると，原告の疼痛を心因性のものだけと医療者が断定することは治療的

にマイナスであり，むしろ現状のリハビリを続けながら，より高度な活

動への自発的な移行を見守ることが望ましいと考える」と報告した。 

(カ) さらに，Ｆ２医師は，同年６月２１日，原告に対し，ＲＳＤの治療に 

力を入れているというＵ１病院ペインクリニック科を紹介し，原告は，

同年７月１２日に同科を受診して，右上半身及び左下肢全体のしびれと

右上肢及び左下肢全体の痛みを訴えた。 

   同科のＵ２医師（なお，現在は退職している。）は，同日，原告の身



体所見として，右上肢及び左上肢にアロディニアをともなう疼痛があり，

右肩関節，肘関節，左膝関節には疼痛のためか可動域制限があること，

右手指に関節拘縮はないこと，右上肢の発汗が減少していること，現在

患側の皮膚温低下は特にみられないこと，右手指に腫脹があることを認

めたが，現在の状況では，ＲＳＤとはっきり診断できないとした。そし

て，同科のＵ３臨床心理士は，原告について，多弁に現病歴を語る，心

的エネルギーが感じられ，時に周囲の人に対する攻撃的な発言がみられ

る，思路は整っているが一方的との所見を示しており，また，原告につ

いて，一見，自立心旺盛で理路整然としているように見えるが，本質的

には自分本位の思いが強く，自分の要求が妨げられる相手と継続的な人

間関係を持つことが難しいであろう，実父の死去との時間的な関係や家

族関係での葛藤，本人のパーソナリティなどが身体的な状態を修飾して

いるのではないかとの印象を抱いた。 

   Ｕ２医師は，原告に対し，交感神経節ブロック（切除術）などの治療 

法を説明したが，原告が侵襲的治療を希望しないため，同病院での治療

は特に行わないこととした。 

カ Ｆ１病院医師による診断書等の作成 

 (ア) その後，Ｆ１病院整形外科のＦ２医師は，平成１３年７月１６日，原 

告の他覚症状及び検査結果について，右三角筋以下の徒筋力テスト結果

が３以下であること，握力が左３０㎏，右１０㎏であること，筋萎縮と

して下腿周囲径が左３３．５㎝，右３６㎝であること，レントゲン検査

の結果，右手左足に骨萎縮がみられること，脳のＭＲＩ検査では異常が

みられないこと，精神科での心理テストで問題なしとされたことを認め，

傷病名を反射性交感神経性ジストロフィー，症状固定日を平成１２年５

月１２日とする自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書（甲６の１）を

作成した。 



(イ) また，同病院麻酔科ペインクリニックのＦ３医師は，平成１３年８月 

１４日，原告の他覚症状及び検査結果について，右三角筋以下の徒筋力

テスト結果が３以下であること，握力が左２０㎏，右１０㎏であること，

筋萎縮として下腿周囲径が左３３．７㎝，右３４㎝，前腕周囲径が左２

２㎝，右２１．５㎝であること，レントゲン検査の結果，右手左足に骨

萎縮がみられること，脳のＭＲＩ検査では異常がみられないこと，原告

が精神科を受診し，心理テストで問題なしとされたこと（軽度うつ）を

認めたうえで，傷病名を反射性交感神経性ジストロフィー，症状固定日

を平成１２年５月１２日とする自動車損害賠償責任保険後遺障害診断

書（甲６の２）を作成した。 

(ウ) さらに，同病院整形外科のＦ４医師は，平成１３年９月２０日，原告 

について，障害名を「右手，肘（右上肢機能障害），左下肢機能障害」，

原因となった疾病・外傷名を「反射性交感性ジストロフィー，交通」，

参考となる経過・現症を「右前腕疼痛，しびれ，左下腿部疼痛，歩行困

難，Ｘ線骨萎縮＋」，障害固定又は障害確定（推定）を「１２年５月１

２日」とする身体障害者診断書・意見書（肢体不自由用）（甲１１）を

作成したうえ，原告の障害の程度について，身体障害者福祉法別表に掲

げる障害に該当し，その障害程度等級を「３級相当」とする参考意見を

付した。 

キ 埼玉県知事による障害認定１ 

   原告は，上記カ(ウ)の診断により，平成１３年１０月１５日，埼玉県知

事から，障害名を「外傷，疾病による右上肢機能障害」，障害程度等級を

「３級２種」とする身体障害者手帳の交付を受けたが，原告としては，こ

の３級認定に不満を感じていた。 

ク 自動車保険料率算定会による後遺障害等級認定 

   自動車保険料率算定会は，平成１４年２月１８日，原告の右前腕の痛み 



及び筋力不全等の症状について，初診時からの症状経過，星状神経節ブロ

ック等の治療内容及びレントゲン写真上の骨萎縮所見等を総合的に勘案

した結果，本件事故による頚椎捻挫を契機として生じた反射交感神経性ジ

ストロフィー（ＲＳＤ）に起因する症状と捉えられることを認めたうえ，

障害の程度については，Ｆ１病院ペインクリニックＦ３医師に対する面談

調査の結果からすれば，疼痛に対するペインコントロールの継続により症

状は改善傾向にあるが，現在も症状が継続していることを勘案すると，

「局部に頑固な神経症状を残すもの」として，自動車損害賠償保障法施行

令別表第２の第１２級１２号に該当すると判断した。他方，左下肢痛及び

しびれ等の症状については，現在，自発痛，運動時痛等の自覚的な症状が

認められるものの，著明な骨萎縮所見及び関節拘縮等の他覚的な異常所見

に乏しいことから，ＲＳＤに起因する症状と捉えることは困難であるとし

て，第１４級１０号に該当すると判断したうえ，自賠等級併合第１２級に

該当すると認定した。 

   なお，原告は，同年８月２６日，同会の認定に対して異議を申し立てた 

が，損害保険料率算出機構は，平成１６年８月１６日，既認定どおり，自

賠等級併合第１２級に該当すると判断した。 

ケ Ｇ１リハビリテーションセンター１ 

   原告は，平成１４年２月２８日，Ｇ１リハビリテーションセンター整形 

外科を受診したところ，同科のＧ２医師は，原告について，右手指の巧緻

運動障害，右上肢の筋力低下，左下肢大腿及び下腿の筋萎縮，左下肢が冷

たく痛みがあること，左膝及び足の徒筋力テスト結果が３から２に低下し

ていること，大腿周囲径が左４２㎝，右４５㎝，下腿周囲径が左３３㎝，

右３４㎝であることを認め，左母趾球部免荷用装具（靴）及び右足用補高

靴，ロフストランド杖を補装具として使用することを勧めた。 

   そして，Ｇ２医師は，同日，原告について，障害名を「右手，肘（右上 



肢機能障害），左下肢機能障害」，原因となった疾病・外傷名を「反射性

交感性ジストロフィー，交通」とする身体障害者診断書・意見書（肢体不

自由・脳原性運動機能障害用）（甲１３，１９）を作成し，身体障害者福

祉法別表による障害の程度を右上肢３級，左下肢４級としたうえ，障害程

度等級を「２級相当」とする参考意見を付した。 

コ Ｖ病院 

   原告は，同年３月１日，左足の装具を作るため，医療法人社団Ｖ病院を 

受診し，各部の撮影などを行った。 

サ Ｈ整形外科内科 

   原告は，翌２日，右上肢及び左下肢の痛み，しびれ，腫れ，冷えなどを 

愁訴として，Ｈ整形外科内科を受診したところ，反射性交感神経性ジスト

ロフィーと診断され，運動療法によるリハビリを開始するとともに，精神

安定剤を服用するようになった。なお，原告は，通院当初，同病院の医師

に対し，他の病院で治療の限界を指摘され，医療不信がある旨を説明して

いた。 

   原告は，その後，平成１５年１０月１８日まで，３日ないし５日に１回 

ほどの頻度で通院を継続し，同年２月７日には，運動療法の担当者から１

年前と比べて足の動きがとても良いとの所見が示された。 

シ Ｉ１クリニック 

   また，原告は，平成１４年３月４日，Ｈ整形外科内科に紹介されてＩ１ 

クリニックを受診し，同クリニックのＩ２医師に対し，同年２月に保険会

社から低い後遺症等級が出されたこと，担当の整形外科医師が役所に出し

たものと異なる内容の診断書を保険会社に出したこと，それについて同医

師に聞いても答えないことなどを説明したうえ，それ以降，夜中に下痢で

目覚める，入眠に１，２時間かかる，煙草の量が増える，食欲不振などの

症状を訴えた。Ｉ２医師は，原告の症状を保険会社とのトラブルなどスト



レスによるものとし，神経症と診断したうえ，レンドルミン，リーゼなど

の内服薬を処方した。その後，原告は，同年３月１８日まで３日間通院し

たが，筋ジストロフィーなどもあり，長期的に通院できる場所を探すため

とするＩ２医師作成の紹介状を書いてもらって，同病院での受診を終了し

た。 

ス 埼玉県知事による障害認定２ 

   原告は，上記ケの診断により，同月２６日，埼玉県知事から，障害名を 

「外傷，疾病による右上肢機能障害，左下肢機能障害」，障害程度等級を

「２級２種」とする身体障害者手帳の交付を受けた。 

セ Ｇ１リハビリテーションセンター２ 

(ア) 原告は，同月２９日，Ｇ１リハビリテーションセンター神経科を受診 

し，Ｇ４医師は，右上肢及び左下肢に軽度の浮腫，知覚異常及び運動障

害があることを認めて，反射性交感神経性ジストロフィーと診断した。

原告は，その後も月に１，２回程度の頻度で，同科への通院を継続し，

Ｇ４医師に対し，他院での治療状況やその後の症状の変化等について話

をしていた。 

(イ) また，原告は，同年４月２３日，診断書作成のため，同病院の整形外 

科を受診したところ，同科のＧ３医師は，原告の症状について，握力が

左３０㎏，右２．５㎏であること，運動筋力が右上肢の各関節につき半

減，左下肢の膝関節及び脚関節につき半減していること，上腕周囲径が

左２３㎝，右２２．５㎝，前腕周囲径が左２１．５㎝，右２１㎝，大腿

周囲径が左４１㎝，右４３㎝，下腿周囲径が左３３．５㎝，右３４．５

㎝であること，右上肢及び左下肢に浮腫があり動きが制限されている以

外に客観的な所見はないこと，下肢補装具を常時使用しており，右手左

足が自由に使えないため移動を含め，日常生活全般に制限が伴うことを

認めて，傷病名を反射性交感神経性ジストロフィーとする国民年金厚生



年金保険診断書（肢体の障害用）（甲１５）を作成した。 

(ウ) 原告は，同病院の整形外科受診を希望するようになり，平成１５年３ 

月６日以降，同科において，ＭＲＩやレントゲン検査を受けたところ，

同科のＧ５医師は，同年６月１９日，健反射について，上肢は正常，下

肢は斜め低下，病的反射なしとし，ＭＲＩ検査結果から頸椎，腰椎に脊

柱管内の神経圧迫あるいは外傷による輝度変化なし，レントゲン検査結

果から上肢について右前腕と手に全体的な骨萎縮と手指関節近傍の骨

萎縮を認め，下肢について左下腿と足に全体的な骨萎縮を認めるとの身

体所見を示したうえ，右上肢及び左下肢について反射性交感神経性ジス

トロフィーと診断した。 

   そして，Ｇ５医師は，同年８月５日，同年６月１９日における上記身 

体所見に基づき，傷病名を「反射性交感神経性ジストロフィー」，日常

生活活動能力及び労働能力について「右手左足の障害があるため全般に

制限される」，予後について「改善はむずかしい」，備考として「障害

として固定していると考える」との年金診断書（肢体の障害用）（乙１

０・３５頁）を作成した。 

ソ Ｊ１クリニック健康医学センター等 

(ア) 一方で，原告は，平成１４年４月１５日，Ｊ１クリニック健康医学セ 

ンターを受診し，以後，週１回程度の頻度で通院を継続していたところ，

同年７月１日には，同センターのＪ２医師から，右半身麻痺，左下肢麻

痺，右拇指屈曲麻痺，右手関節屈曲変形，正中神経麻痺，右肩関節硬縮，

左肘関節硬縮，右膝関節硬縮との診断を受けた。 

(イ) また，Ｊ２医師が診療依頼をしたことにより，原告は，同年４月２４ 

日からＫ１病院の脳外科及び整形外科等において診療を受けたところ，

脳外科のＫ２医師は，同月２６日，右上肢及び左下肢の麻痺，知覚障害

を認めるが，頚椎に病変なく，ＭＲＩ検査でも延髄及び脊髄に明らかな



病変がないとして，傷病名を不明と診断したうえ，原告に一度神経内科

を受診することを勧め，Ｌ１病院神経内科を紹介した。 

   その後，原告は，Ｋ１病院の脳外科に３日通院し，同年６月２６日に 

は，Ｋ２医師から，右顔面から右第１２胸椎及び左第１２胸椎から第５

仙椎の異常知覚，右上肢の筋力低下が認められるが，頭部ＣＴ，頭部及

び頚部のＭＲＩからは明らかな病巣が認められないとの所見が示され

た。 

タ Ｌ１病院 

   原告が，同年４月２６日，Ｌ１病院神経内科を受診すると，Ｌ２医師は， 

原告について右顔面から第１２胸椎，左第１２胸椎から第５仙椎の疼痛，

接触の異常感覚を認めた。そして，Ｌ２医師は，原告の障害部位を特定す

るため，同年５月２１日，体性感覚透導電位（ＳＥＰ）を施行したところ，

左右の正中神経を刺激しても左右に有意な差は認めなかったが，振幅は右

側全てが左側より目立って低下していたため，右側下位頚髄後角からの伝

導障害の可能性があること，他方，●骨の神経を刺激したが，いずれも正

常範囲内であったことなどの所見を示した。 

チ Ｍ１病院 

   原告は，平成１５年４月２日，後遺症診断書作成のため，Ｍ１病院の整 

形外科を受診したところ，Ｍ２医師は，原告の他覚症状及び検査結果につ

いて，右上肢の徒筋力テスト結果が３－であること，握力が左２３㎏，右

２㎏以下であること，拇指の内転拘縮があること，左下肢の徒筋力テスト

結果が３＋であること，立ち上がり動作時に左上肢の支えを要し，左下肢

での片足立位が不能であること，歩行には杖を必要とすること，右上肢及

び左下肢全体に知覚異常があり，特に各末梢の知覚過敏，疼痛が強く，左

足踵内側は疼痛のため免荷装具を必要とすることを認めたうえで，傷病名

を右上肢・左下肢麻痺，右肩・肘・手・指関節拘縮，左股・膝・足関節拘



縮，右顔神経麻痺，右上肢・左下肢知覚異常とする自動車損害賠償責任保

険後遺障害診断書（甲１０の１）を作成した。なお，Ｍ２医師は，平成１

６年１月１３日及び平成１８年９月６日にも原告を診察のうえ，ほぼ同様

の診断書（甲１０の２及び３，２０）を作成した。 

ツ Ｎ病院 

   原告は，平成１５年５月１２日，Ｎ病院を受診したところ，顔面神経右 

不全麻痺，右上肢不全麻痺，左下肢不全麻痺と診断された。 

テ Ｏ１病院 

   原告は，平成１６年８月９日，Ｏ１病院リハビリ科を受診したところ， 

同科のＯ２医師は，傷病名を反射性交感神経性ジストロフィーとし，原告

の症状について，知覚異常，運動麻痺があること，もっとも上肢下肢左右

ともに反射は正常であること，握力が左２６㎏，右１㎏であること，右手

指は麻痺により屈曲不能であることを認め，関節運動筋力は右上肢及び左

下肢において半減していること，下肢補装具としてロフストランド杖を常

時使用していること，異常知覚が著しく右上肢左下肢ともにわずかに触れ

られても激しい痛みのような感覚があること，日常生活活動能力及び労働

能力については介助を要する状態であり，就労は不可能であること等を記

載した年金診断書（肢体の障害用）（甲３０）を作成した。 

   また，Ｏ２医師は，平成１７年８月２９日に原告を診療した際にも，傷 

病名を反射性交感神経性ジストロフィーとし，原告の症状について直近１

年間で特に変化がないとして，上記とほぼ同様の内容を記載した年金診断

書（肢体の障害用）（甲３１）を作成した。 

  （原告が治療を受けたのは，概ね平成１５年までであり，その後は，診断 

書を取得するために医療機関を受診したものであった。） 

ト 鑑定人による所見及び診断等 

   原告は，平成２０年１２月２日，Ｗ１リハビリテーションセンター医療 



センター長の医学博士Ｗ２鑑定人（以下「Ｗ２鑑定人」という。）の診察

を受けたところ，Ｗ２鑑定人は，以下の所見を示したうえ，皮膚萎縮や色

調変化，罹患肢の浮腫を伴わない点を重視して，右手指はＲＳＤではなく

一次性局所ジストニアに相当する病態であり，左下肢は軽度のＲＳＤであ

ると診断し，付随的に，長期間にわたり右手及び左下肢を使用していなか

ったことを主原因とする「右手及び左下肢廃用性筋力低下」「右肘，肩関

節拘縮，左足，膝関節拘縮」と診断した。そして，原告の後遺障害の程度

については，右手が不自由である点，左下肢に痛みを有する点から，労災

規則の障害等級表のうち，神経系統の機能又は精神の障害に関する障害等

級認定基準の通達に準拠すると，第９級７の２「通常の労務に服すること

はできるが，疼痛により時には労働に従事することができなくなるため，

就労可能な職種が相当な程度に制限されるもの」に相当するとの意見を示

した。 

(ア) 皮膚の外観について，右手背にごく軽微な色素沈着を認めたが，い

わゆる暗赤色調ではなく，光沢部位もなかったほか，右手指に皮線の

消失も認められなかった。他方，左下肢については，左足趾の爪に軽

度の萎縮性変化を認め，左足底前外側に軽度の胼胝の形成を認めた。

他の部位の色調はいずれも正常であり，萎縮や多毛，浮腫のある部位

は認められなかったし，発汗の過多又は過少の部位もなかった。 

(イ) 皮膚の表面温度について，手掌につき左が右よりも１．２℃ほど低

く，足背につき左が右よりも２．２℃ほど低いことが認められた。 

(ウ) 原告は，外部からの知覚刺激に対して，右前腕外側及び手指と左足

から下腿内側の痛覚過敏を中心に訴えたが，深部反射はいずれも正常

であり，病的反射も認められず，他覚的な真偽の確認は困難であった。

なお，過敏の範囲は髄節支配にも一致せず，末梢神経支配にも一致し

ていなかった。 



(エ) 握力は左２８．３㎏，右５．１㎏，徒手筋力検査の結果は右上肢が

３ないし４，左下肢の膝が３＋，左足関節は測定不能であり，右上肢

筋群及び左下肢筋群に広範な筋力の低下を認めた。もっとも，左膝の

屈曲拘縮が２０°ありながら，原告が，左膝で大部分の体重を支えて，

支柱付き日剤伸展装具を使用せずに杖歩行をしていることについて，

これは左膝伸筋が３＋では説明できず，また，左足に耐えられない疼

痛があるとは考えられないとした。 

(オ) 上腕周囲径は右２５㎝，左２６㎝，前腕周囲径は右２１㎝，左２２． 

５㎝，下腿周囲径は右３５．５㎝，左３４㎝であり，かかる左右差か

ら，各部位に軽度の筋萎縮があることが推定された。 

(カ) 右肘，肩に中等度の関節拘縮を認め，左足，膝関節に軽度の関節拘

縮を認めた。なお，関節可動域は，左下肢については自動他動ともほ

ぼ一致した数値であったが，右上肢については自動よりも他動の方が

最大で８０°も大きい数値が出たため，被験者が作為的に動きを抑制

していることも否定できないとした。 

(キ) 右手拇指に内転傾向があり，右手指のスワンネック変形，環小指の

尺屈を認めた。 

(ク) レントゲン検査結果からは，左足ＭＰ関節周辺と左下腿遠位部に軽

度の骨萎縮を認めたが，頚椎に特記すべき所見なく，右上肢について

は骨萎縮は認められなかった。 

(ケ) 原告は，不安感，不満感，加害者側や保険会社，医師に対する不信

感を抱いていることが窺われるが，ＲＳＤ発症患者の素因として，性

格的に不安，恐がり，疑い深い，いつも何かに不満があるなどの特徴

がみられるため，左下肢の発症には，多分に原告の個人的性格素因が

影響しているものと考えられる。 

ナ Ｘ２医師による意見 



   原告は，平成２１年２月２５日，Ｘ１医療生活協同組合副理事長Ｘ２整 

形外科専門医（以下「Ｘ２医師」という。）の診察を受け，診断を仰いだ

ところ，Ｘ２医師は，右前腕から右手背及び左足背に色調変化（暗黒色化）

と浮腫，右手指及び左下腿の血流低下を認めたほか，レントゲン検査結果

から右手関節等の明らかな骨萎縮を認め，これは骨密度測定でも明らかに

なっていること，また，左足関節以下，特に関節周囲と足根骨の骨萎縮が

顕著であり，左下肢は自動他動とも制限が強く，右足関節の３分の２に制

限され，特に左膝は完全伸縮が困難であること，右手には拇指内転拘縮，

右第３，５指のスワンネック変形がみられること，握力は左２９㎏，右３．

５㎏であり，右上肢及び右手指，左下肢に筋力低下がみられること，右の

上腕及び前腕，左下腿の各周囲径は他方より１．５㎝ほど細くなっており，

右上肢及び左下腿の筋萎縮があることを認めて，右上肢及び左下肢につい

て反射性交感神経性ジストロフィー（ＲＳＤ）ないし複合性局所疼痛症候

群（ＣＲＰＳ type１）と診断したうえ，右手を含めた右上肢がほとんど

使えず左上肢ないし左手だけの作業になってしまうこと，左足の荷重が困

難で左膝や足関節の運動制限などから立位作業ができず，歩行が相当障害

されていることに照らせば，右上肢及び左下肢の各後遺障害は後遺障害別

等級表，労働能力喪失表の第７級の４「神経系統の機能又は精神に障害を

残し，軽易な労務以外の労務に服することができないもの」に相当し，併

合で第５級の２「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し，特に軽易

な労務以外の労務に服することができないもの」に相当するとの意見を示

した。 

ニ Ｐ２医師による意見 

   Ｐ１病院整形外科部長Ｐ２医師は，平成２１年８月３１日，これまでに 

提出された検査データ，鑑定書，医師意見書を参考に，平成２０年１２月

２日に撮影されたレントゲン写真から右手関節に軽度の骨萎縮があり，左



足関節周囲と左足部にも明らかな骨萎縮があること，周囲径の左右差が１．

５㎝程度では，筋萎縮はあるかもしれないがあるとしてもごく軽度の萎縮

であること，右上肢及び左下肢に明らかな筋力低下があること，右上肢及

び左下肢に関節拘縮があることを認めて，右上肢はＲＳＤないしその可能

性が高く，左下肢はＲＳＤであると診断したうえ，骨萎縮，筋萎縮及び関

節拘縮がいずれも軽度であることに照らせば，右上肢及び左下肢の各後遺

障害は後遺障害別等級表，労働能力喪失表の１２級の１２に相当するとの

意見を示した。 

(2) ＲＳＤ発症の有無について 

ア ＲＳＤについて 

   証拠（甲３２ないし３５，４２，４３，鑑定の結果）及び弁論の全趣旨 

によれば，ＲＳＤについて，次の事実を認めることができる。 

(ア) ＲＳＤの定義 

   ＲＳＤ（Reflex Sympathetic Dystrophy）は，１９８６年の世界疼痛 

学会（International Association for the Study of Pain）において，

大きな神経損傷のない骨折等の外傷後に交感神経の過緊張を伴い，四肢

に起こる持続性の疼痛と定義され，主要又は分岐の神経損傷による痛み

と定義されたカウザルギーと区別された。すなわち，正常な人体は，受

傷すると浮腫や出血を最小限に抑えようとして血管収縮を中心とする

交感神経反射が生じるが，しばらくするとこの反射が解除され，組織の

再生に必要な血流が次第に回復するようになるところ，時に上記のよう

な交感神経反射が傷の回復過程と同調せずに亢進状態を持続すること

があり，その結果，抹消の血流が阻害され，末梢軟部組織に対する栄養

が行き渡らず組織がやせ細るために新たな激痛が生じ，これが悪循環す

るという病態を，一般的に反射性交感神経性異常栄養症すなわちＲＳＤ

と称している。 



   しかし，上記のようにＲＳＤと総括された病態の中には必ずしも交感 

神経活動が関与していないものがあり，臨床での混乱が多かったため，

１９９４年の国際疼痛学会では，痛みの総称をＣＲＰＳ（Complex Regi

onal Pain Syndrome，複雑な原因により生成される局所的疼痛症候群）

としたうえ，従来ＲＳＤと称されていた神経損傷を伴わないタイプⅠと，

神経損傷が推定されるカウザルギーのタイプⅡとに区分する新たな定

義を示した。なお，国際疼痛学会の定義によると，ＲＳＤないしＣＲＰ

ＳタイプⅠとは，「きっかけとなる侵害的な出来事の後にみられる症候

群で，単一の末梢神経分布に限局せず，明らかにきっかけとなった出来

事と不釣り合いな強い症状を示し，経過中に浮腫，皮膚血流量の変化，

発汗異常が，疼痛部位，アロディニア又は痛覚過敏の場所に認められる

症候群」ということになる。 

(イ) ＲＳＤの主な症状 

   ＲＳＤの主な症状として，①痛覚異常・過敏がある，②灼熱痛がある, 

③浮腫がみられる（浮腫は外傷後出現し，予期される以上に腫れあがり，

時間の経過とともに縮小するどころか増悪，拡大する），④皮膚色調，

体毛の変化がある（皮膚の色は，多くの場合最初は赤みを帯びるが経時

的に蒼白色あるいは赤みを帯びたまだら模様に変化する，長く放置され

ると皮膚は萎縮し光沢を帯びてくる，皮線もやがて消失する，発症後１

か月前後から罹患箇所周辺が多毛になることが多い），⑤発汗の変化が

ある（早期には発汗過多に傾き，３か月をすぎるとやがて発汗減少に傾

く，晩期には乾燥する），⑥皮膚温の変化がある（罹患部位の皮膚温は

一般的に低下するとされている），⑦レントゲン上骨萎縮像が確認でき

る（発症後３，４週間すると骨粗鬆症の所見が見られ始める），⑧血管

運動障害がある，⑨骨シンチグラフィの所見が有意である，⑩交感神経

ブロックに一定の効果がある，といったものが挙げられる。 



(ウ) ＲＳＤ発症の条件 

   ＲＳＤの病態や機序は，現在もなお不明な点が多いが，ＲＳＤを発症 

するには，３つの要素，すなわち持続性有痛性病変（ＲＳＤの引き金と

なる外傷であり，これは必ずしも重篤である必要はなく，打撲，切創，

骨折など何でもよい），患者自身の素因（日ごろから汗をかきやすい，

手足が冷たい，失神しやすいなどの交感神経過緊張体質，もしくは性格

的に不安，怖がり，疑い深い，いつも何かに不満があるなどの精神的素

因），異常な交感神経反射（外傷後に生じる血管収縮を中心とする交感

神経反射が強化持続し，局所的に阻血状態に陥る結果，痛みと冷感が生

じるもの）がそろわなければならないとされている。 

(エ) ＲＳＤの診断基準 

   ＲＳＤについては，次のとおり，種種の診断基準が存在する。 

   まず，１９９４年の国際疼痛学会の診断基準によれば，ⅰきっかけと 

なる組織損傷もしくは体動不能になる原因の存在，ⅱ持続的な疼痛，ア

ロディニア及びきっかけとなった損傷からは不均衡と考えられる痛み

を伴った痛覚過敏の存在，ⅲ疼痛部位に浮腫，皮膚血流量の変化，発汗

異常のいずれかが存在すること，ⅳ存在する痛みや機能異常が他の機序

で説明できないことのうち，少なくともⅱないしⅳ全てに当てはまるこ

とが必要である。 

   次に，ギボンズの診断基準によれば，上記(イ)で列挙した１０項目に

ついて，陽性を１点，陰性を０点，不明瞭を０．５点とスコアリングし，

５点以上をＲＳＤ，３ないし４．５点をＲＳＤの可能性あり，３点未満

をＲＳＤでないとされることになる。 

   また，Kozinの診断基準によれば，四肢末梢の痛みと圧痛，血管運動

神経の不安定性の存在，四肢の腫脹がある場合を確定的ＲＳＤ，四肢末

梢の痛みと圧痛，血管運動神経の不安定性の存在又は四肢の腫脹（皮膚



の萎縮性変化がしばしば存在する）がある場合を強い可能性ＲＳＤ，血

管運動神経の不安定性の存在又は／さらに軽度から中等度の四肢の腫

脹，四肢末梢の痛みはないが圧痛があることがある（皮膚の萎縮性変化

が認められることがある）場合を可能性ＲＳＤ，四肢のどこかに説明の

つかない痛みや圧痛がある場合をＲＳＤの疑いとされることになる。 

イ 原告の症状について 

   そこで，原告がＲＳＤを発症しているのかにつき，以下，検討する。 

(ア) 左下肢について 

   まず，上記ア(エ)のとおり，いずれの診断基準でも要素として挙げら

れている持続的な疼痛や痛覚異常の有無について検討すると，上記２

(1)に認定のとおり，原告は，本件事故直後から足もとにしびれを感じ

て立つことができず，本件事故から２か月程経過した平成１１年７月に

は，足尖部への荷重時に疼痛を感じ，そのため歩行時には踵のみで接地

していたこと，同年１１月にも左足（母指）に疼痛があるため，これを

かばって引きずり歩行していたのであり，同月末には左下腿に触っただ

けで痛みを感じるような状態であったこと，それから星状神経節ブロッ

クや仙骨硬膜外ブロックなどの治療を受けたことで，痛みの強さは減少

したものの，平成１２年１０月末の時点でなおアロディニアがみられ，

その後も現在に至るまで，左下腿に疼痛のある状態が継続しており，平

成１４年３月ころからは，歩行時は常時，左母趾球部免荷用装具（靴）

及び右足用補高靴，ロフストランド杖を補装具として使用するようにな

ったこと，また，疼痛のためか可動域制限がみられる状態が現在まで継

続していることが認められる。そして，上記２(1)の認定事実によれば，

左下腿部については，健反射が正常で病的反射もみられないものの自動

のみならず他動でも強度の可動域制限がみられ，左足及び膝関節に軽度

の関節拘縮が認められるほか，本件事件後２年が経過したころからレン



トゲン写真上（軽度の）骨萎縮を認めるのが各医師の間で一致した見解

であることが認められ，このように原告の痛覚異常が他覚的所見に裏付

けられていることに照らせば，ＲＳＤの診断要素である持続的な疼痛や

痛覚異常の存在を認めるのが相当である。 

   次に，上記ア(エ)で挙げた診断基準で，いずれも診断要素として挙げ

ている疼痛部の浮腫などの皮膚外観上の変化について検討するに，上記

２(1)に認定の事実によれば，平成１２年１０月ころから，左下肢に冷

感があることがしばしば指摘されていたこと，平成１４年３月には左下

肢に軽度の浮腫がみられ，平成２０年１２月２日に行われた鑑定人によ

る診療の際には，左足趾の爪に軽度の萎縮性変化，左足底前外側に軽度

の胼胝の形成が認められ，上記ア(イ)のとおり，皮膚は長く放置される

と萎縮して光沢を帯びてくることに照らせば，軽度ではあるがＲＳＤの

発症を示す皮膚変化があるものといえる。 

   以上によれば，原告の左下肢について，持続的な疼痛あるいは痛覚異 

常，皮膚萎縮という変化，皮膚温の低下，骨萎縮，交感神経ブロックに

一定の効果があること，頚椎に神経損傷がなく機能異常が他の機序で説

明できないことが認められ，そうすると，上記ア(エ)に挙げたいずれの

診断基準によってもＲＳＤの発症が認められるのであり，鑑定人も左下

肢の症状を軽度ではあるがＲＳＤと明確に認めていることに照らして

も，原告は，左下肢につきＲＳＤを発症していると認めるのが相当であ

る。 

(イ) 右上肢について 

   まず，持続的な疼痛や痛覚異常の有無について検討すると，上記２(1) 

に認定のとおり，原告は，本件事故直後から頚部痛を訴えるようになり，

頚部運動の制限がみられたが，レントゲン検査やＭＲＩ検査では異常が

なかったこと，平成１１年７月ころから右上肢や右手のしびれを訴える



ようになり，同年１１月末には右肩から手にかけて触っただけで痛みを

感じる状態となったこと，それから星状神経節ブロックや仙骨硬膜外ブ

ロックなどの治療を受けたことで，痛みの強さは減少したものの，平成

１２年１０月末の時点でなおアロディニアの症状を訴え，その後も現在

に至るまで，右上肢に疼痛のある状態が継続していることが認められる。

しかし，上記２(1)に認定のとおり，右上肢について，深部反射はいず

れも正常であり，病的反射も認められないことに加え，ＭＲＩ検査に異

常はみられず，また，レントゲン検査でも本件事故後２年以上が経過し

た平成１３年７月ころまで骨萎縮を明確に認めた所見はなく，その後，

骨萎縮を認める所見を示す医師もいたが，鑑定人が上肢について左右差

がないとして右上肢の骨萎縮を明確に否定していることからすると，原

告の上記症状は他覚的所見に乏しいものといわざるを得ない。 

   次に，浮腫などの皮膚外観上の変化について検討すると，上記２(1)

に認定の事実によれば，平成１１年７月ころ，右上肢，特に手関節以遠

の浮腫が顕著であると指摘されたが，その後約４か月に及ぶ入院加療を

受けたことで浮腫がほとんどなくなったほか，平成１２年１月ころから

約１年間にわたって通院加療（星状神経節ブロックや仙骨硬膜外ブロッ

クなど）を受けたことにより腫脹が徐々に改善したこと，その後，右上

肢に腫脹あるいは浮腫があることを指摘する医師もいたが，鑑定人は，

右手について暗赤色調による色調変化や光沢部位もなく，萎縮や多毛，

浮腫のある部位，発汗の過多又は過少の部位も認めなかったとの身体所

見を示したことが認められる。そして，浮腫は時間の経過とともに増悪，

拡大するのが一般的であるが（上記ア(イ)），上記のとおり，原告の右

上肢に現れた浮腫はむしろ縮小しているし，鑑定人が平成２０年１２月

２日の鑑定時には浮腫を一切認めなかったと明確に述べていることに

照らせば，原告の右上肢には，ＲＳＤの発症を示す浮腫などの皮膚変化



は認められないというべきである。 

   以上によれば，原告の右上肢について，痛覚異常・過敏は認められる 

ものの他覚的所見に乏しく，直ちにその存在を肯定することができない

うえ，皮膚変化が一切認められないことからすると，ＲＳＤを発症して

いると認めることはできないというべきである。 

(ウ) なお，原告は，鑑定人による診断は，鑑定人がＲＳＤ患者に対する偏 

見をもって診察したことに基づくもので，診察時間も短かったから信用

できない旨を主張するが，鑑定人が昭和５４年に医学部を卒業して以来

臨床を中心に整形外科医師あるいは外科医師として活躍している医学

博士であり，ＲＳＤ臨床例としても年間１５ないし２５件程度を経験し，

ＲＳＤ患者の症例を熟知しているうえ，鑑定人が，経験上，賠償が絡む

と詐病を訴える患者がいるため，常にＲＳＤ患者を診る時には目を引い

て客観的にみるようにしている旨を述べている点（鑑定の結果）は十分

首肯できるものであり，むしろ客観的な視点から慎重に所見ないし診断

を示す姿勢と評価できるし，実際に，鑑定書の記載や鑑定人質問時の回

答をみても，それまでの原告に関する診療経過を十分に検討したうえで

慎重に意見を述べている様子が窺われるから，鑑定人の示した理学的所

見や診断は十分信用に足るものであって，原告の上記主張は失当である。 

(3) 原告の後遺障害の程度について  

 上記(2)で説示したとおり，原告の左下肢についてはＲＳＤを発症してい

るところ，原告は，左足（母指）にアロディニアを伴う疼痛があり，歩行時

には常時，左母趾球部免荷用装具（靴）及び右足用補高靴，ロフストランド

杖を補装具として使用しなければならない状態であることが認められる。 

 他方，原告の右上肢については，上記で説示したとおり，ＲＳＤの発症

は認められないが，上記２に認定のとおり，原告の右手母指には内転拘縮，

右第３，５指にスワンネック変形がみられ，協調運動障害が認められるので



あり，他覚的な裏付けはないものの，このような不自然な動きを作為するの

は不可能であることに鑑みれば（鑑定の結果），鑑定人が診断するとおり，

右手指について一次性局所ジストニアの発症を認めるのが相当である（なお，

本件事故を契機として上記症状がみられるようになったことからすると，本

件事故との因果関係を認めるのが相当であり，本件全証拠によっても，上記

判断を覆すに足りないというべきである。）。 

 そうすると，原告は，右手を使った巧緻運動，すなわち細かい作業をする

ことが不可能であると認められ（鑑定の結果），現に，原告は，日常生活に

おいて手を用いる動作は左手で行っており，日常生活にも不自由を感じる状

態であるほか（甲３６，４９の１ないし１２，５０，原告本人），上記のと

おり，直立ないし歩行に困難が伴うため，立ち仕事には不向きといえること

からすれば，原告の症状は，「神経系統の機能又は精神に障害を残し，服す

ることができる労務が相当な程度に制限されるもの」として，自動車損害賠

償保障法施行令別表第２の後遺障害等級９級１０号に該当するというべき

である。 

(4) 症状固定日について 

ア 症状固定日とは，症状固定が生じた日，すなわち傷病に対して行われる 

医学上一般に承認された治療方法をもってしても，その効果が期待し得な

い状態であって，かつ残存する症状が自然的経過によって到達すると認め

られる最終の状態に達した日のことをいう。 

イ これを本件について検討するに，上記２に認定の事実によれば，原告 

は，本件事故直後から左下腿部の痛みやしびれと頚部痛，右上肢の運動障

害を訴え，Ｃ１病院及びＤ１病院においてポリネックで首を固定したり湿

布を貼るなどの治療を受けた後，平成１１年７月１３日からはＥ病院に約

４か月入院し，頚椎牽引，右上肢エアーマッサージ，右上肢可動域訓練な

どの施行を受けるとともに，踵上げなどの自主トレーニングを行ったとこ



ろ，それまでみられていた浮腫や可動域制限がほとんどなくなり，足尖部

への荷重も以前より可能になるなど，症状に改善がみられたこと，もっと

も，なお右手のしびれや左足母指に疼痛があり，左足をかばっての引きず

り歩行には改善がみられなかったため，原告は，同年１１月２２日からＦ

１病院整形外科への通院を開始したこと，同科において各検査を受けたが

他覚的所見に乏しかったため，同病院麻酔科ペインクリニックを紹介され，

平成１２年１月１４日から同クリニックへの通院を開始したこと，同クリ

ニックでは星状神経節ブロックや仙骨硬膜外ブロック，点滴療法（ノイロ

トロピン），レーザーなどの治療を週１，２回の頻度で継続的に受けたと

ころ，同年１０月３１日時点において痛みが減少し，アロディニアも初診

時より減少したが，いまだアロディニアがみられたほか患部の冷感も不変

であり，上記治療も直後には効果があるが３日を過ぎると痛みやしびれ，

冷感が増強する状態であったこと，同年１２月１９日には，同病院整形外

科医師の指示によりリハビリが開始され，平成１３年１月ころには，なお

残存する疼痛には心因性の要素もあるとの疑いが指摘されるようになっ

たことが認められる。 

   以上の事情を総合すれば，Ｅ病院における入院加療及びＦ１病院麻酔科 

ペインクリニックでの通院加療により一定程度の症状改善効果があった

が，平成１２年１０月末まで行われた同クリニックでの治療では途中から

改善効果が期待できない状態となったことが認められるのであって，その

後，平成１３年７月以降になって，同病院の医師３名が，いずれも原告の

症状固定日を平成１２年５月１２日とする診断書をそれぞれ作成してい

るところ（甲６の１及び２，１１），いずれの医師も平成１１年１１月２

２日又は平成１２年１月１４日から原告の診療を開始し，その治療経過を

観察したうえでの判断であったことが窺われ，その信用性は高いといえる

から，原告の症状固定日は，平成１２年５月１２日であったと認めるのが



相当である。 

ウ(ア) これに対し，原告は，Ｆ１病院作成の後遺障害診断書（甲６の１及び 

２）には，傷害の増悪，緩解の見通しとして「痛み持続の可能性あり」

あるいは「季節的要因により悪化する可能性あり」との記載があるから，

平成１２年５月１２日の症状固定は認められないとして，Ｇ１リハビリ

テーションセンター整形外科のＧ２医師が身体障害者福祉法別表の障

害程度２級相当と診断した平成１４年２月２８日を症状固定日とすべ

きであるなどと主張する。 

    しかし，上記ア(イ)のとおり，痛みが持続した状態であることはＲＳ

Ｄの症状の１つであるし，上記各後遺障害診断書における記載は，そも

そも持続的な痛みや季節的要因により悪化する状態を含めて最終的な

症状として固定したという趣旨と認めることも十分可能であり，上記イ

に説示したところに照らしても，原告が指摘する点のみをもって上記ア

にいう症状固定に至っていないと認めることはできない。また，Ｇ２医

師は，平成１４年２月２８日に初めて原告を診療したにすぎず，当時，

それまでの治療経過について把握していた様子もないうえ，症状固定日

について何ら言及していないのであるから（甲１３，１９，乙１０），

Ｇ２医師が障害程度２級相当と診断したことを理由に平成１４年２月

２８日を症状固定日とする原告の主張を採用することはできない。 

 (イ) また，原告は，ＲＳＤという病態は，その原因となる事故があった後 

わずか１年でその症状が固定するというものではないとして，平成１２

年５月１２日を症状固定とすることはできないなどと主張するが，鑑定

の結果によれば，原告におけるＲＳＤの病期の特定は不可能であるとの

所見が示されているほか，上記アのとおり，そもそもＲＳＤの病態や

機序については現在もなお不明な点が多いことに鑑みれば，原告の上記

主張は失当といわざるを得ない。 



３ 争点(5)（素因減額の当否及び程度）について 

(1) 証拠（甲３２，３５，鑑定の結果）によれば，ＲＳＤに特徴的な疼痛には, 

患者自身の心因的・精神的素因ないし性格的素因が関係していると考えられ

ており，具体的には，不安，恐がり，疑い深い，いつも何かに不満があるな

どの要素が挙げられる。 

(2) 上記２(1)に認定の事実に加え，証拠（甲３６，５０，原告，鑑定の結果） 

によれば，平成１３年２月２１日にＴ１病院精神科のＴ２医師から，原告の

疼痛に心因性の要素があることを指摘されたこと，同年７月には，Ｕ１病院

ペインクリニック科のＵ３臨床心理士が，原告について本人のパーソナリテ

ィなどが身体的な状態を修飾しているのではないかとの印象を抱いたこと，

平成１４年３月ころにはＨ整形外科内科の医師に対し，原告が医療不信があ

る旨を説明しており，現に，本件事故直後から現在に至るまで，医師の紹介

ないし指示によるものもあるが転医を繰り返し，２０を超える病院へ通院し

ていること，鑑定人も，左下肢のＲＳＤ発症には多分に原告の個人的性格素

因が影響していることを指摘しており，その理由として，原告が医療機関を

転々としている点と，原告の陳述書（甲３６）に原告の不安，本件事故加害

者あるいは保険会社，治療に当たった医師に対する不満，不信感といった感

情が読み取れた点を挙げていることが認められ，これらの事情を総合すると，

原告の右上肢及び左下肢の疼痛が長期にわたって持続しているのは，原告の

心因的・精神的素因ないし性格的素因が寄与していることは否定できないと

いうべきである。 

(3) したがって，損害の公平な負担の観点から，原告に生じた損害ついて心因 

的・精神的素因ないし性格的素因による減額を認めるべきであるが，ＲＳＤ

の病態や機序については現在もなお不明な点が多く，慢性持続的な疼痛が引

き金となって精神面に影響を与えた可能性も否定できないこと（鑑定の結

果）から，減額割合は２割にとどまるものとするのが相当である。 



(4) なお，被告らは，原告の訴える症状は，既往症である全身性エリテマトー 

デス（ＳＬＥ）の合併症，続発症と捉えることができるとして，素因減額を

主張するが，かかる既往症の存在及び現症との関連性について認めるに足り

る立証がなく，被告らの上記主張は失当である。 

４ 争点(6)（原告に生じた損害）について 

(1) 治療費等           ５１万６０３０円 

   上記２(4)に説示したとおり，原告の症状固定日は平成１２年５月１２日

と認められるところ，同日までに要した治療費等（診断書料や薬代も含む。）

に限って，本件事故との因果関係を認めるのが相当である。 

   そして，証拠（甲５２の１及び２，乙１９，２０の１ないし６，２１，２ 

３ないし２８）及び弁論の全趣旨によれば，被告らは，原告に対し，平成１

２年５月１２日までに要したＣ１病院及びＤ１病院等の治療費等として合

計５万８６４８円を支払ったほか，同各病院及びＥ病院等に対し，その治療

費として合計４５万４３１２円を支払ったことが認められ，また，原告は，

同日までにＲクリニックでの治療費として合計３０７０円を支払ったこと

が認められる。 

   したがって，本件事故と相当因果関係のある治療費等は，上記金額の合計 

５１万６０３０円となる。 

(2) 入院雑費           １６万３８００円 

   上記２(1)エに認定のとおり，原告は，平成１１年７月１４日から同年１

１月１６日までの１２６日間，Ｅ病院リハビリテーション科において入院加

療を受けたところ，平成１１年当時の入院雑費は１日あたり１３００円とす

るのが相当であるから，原告の入院雑費は１６万３８００円となる。 

   なお，被告は，上記入院は必要なかったから入院雑費も認められないと主 

張するが，上記２(1)エに認定の事実によれば，当該入院は，原告の頚部痛

や右上肢の運動障害の治療のため，Ｅ病院の担当医師の指示により実施され



たことが認められるから，被告の上記主張を採用することはできない。 

(3) 交通費             ２万２４６０円 

原告は，交通費として，別紙医療機関別費用明細一覧表記載の４０万３１ 

８０円を主張するが，上記２に認定の事実及び弁論の全趣旨によれば，上記

４０万３１８０円は，すべて症状固定後のものであることが認められ，した

がって，原告の上記主張は採用することができない。 

   証拠（乙２９）及び弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１１年５月２５ 

日から同年７月１３日までの通院に要したタクシー代として２万２４６０

円の交通費を負担したことが認められ（被告らは，この事実を自認するとこ

ろである。），この限度で本件事故との相当因果関係が認められる。 

(4) 休業損害          ２２４万７９００円 

   上記２(4)に説示したとおり，原告の症状固定日は平成１２年５月１２日

と認められるところ，上記２(1)に認定の事実のほか，証拠（乙１８，原告）

及び弁論の全趣旨によれば，原告は，平成１１年４月１日，Ｙ株式会社に入

社し，本件事故に遭った同年５月２５日から休職したが，その後，本件事故

による受傷が原因で就労不能となったこと（本件事故後の診療経過に照らせ

ば就労不可能であったと認めるのが相当である。），同年９月末日をもって

同会社を退社したことが認められるから，原告について，本件事故日から症

状固定日までの３５４日間について休業損害を認めるのが相当である。 

   そして，証拠（乙１８）によれば，原告は，本件事故に遭うまでの４０日 

間に２５万４０００円の収入を得ていたことが認められるから，原告の本件

事故当時における１日当たりの収入は６３５０円となる。 

   したがって，原告の休業損害は，次の計算式のとおり，２２４万７９００ 

円となる。 

（計算式） 

   ６３５０円×３５４日＝２２４万７９００円 



(5) 後遺障害による逸失利益  ２０４７万０６３５円 

   上記(4)に認定したとおり，原告の本件事故当時の収入は，１日当たり６

３５０円であったと認められ，これを年収に換算すると，２３１万７７５０

円となる。 

   しかしながら，同認定のとおり，原告は，平成１１年４月１日にＹ株式会 

社に入社して間もなく本件事故にあったものであるから，同金額をもって直

ちに原告の後遺症による逸失利益の算定の基礎とすることは相当でなく，原

告本人及び弁論の全趣旨によれば，原告は，短大を卒業してすぐに電気関係

の会社の事務職に就き，その後も，保険会社等に就労していたことが認めら

れるから，原告には，通常の就労の意思と能力があるものと認められ，少な

くとも女子労働者学歴計全年齢平均の賃金センサス所定の収入を得られる

蓋然性を肯定することができる。そして，同賃金センサスとしては，被告ら

の主張のとおり，最近の経済動向を反映した平成２０年度の全年齢女子労働

者の平均年収額である３４９万９９００円を用いるのが相当である。 

   また，上記２(3)に説示したとおり，原告は，本件事故により，左上肢に

ついてＲＳＤを発症したうえ，右手指に一次性局部ジストニアを発症して，

後遺障害等級９級１０号に該当する後遺障害を負ったものであり，上記２

(1)及び(3)に認定した原告の障害部位や程度等に照らせば，原告の労働能力

喪失率は３５パーセントとするのが相当である。 

   そして，上記２(4)に説示したとおり，原告の症状固定日は平成１２年５

月１２日であるところ，昭和４４年８月２５日生まれの原告は，症状固定時

に３０歳であったことが認められるから，就労可能年齢（６７歳）までの３

７年間にわたり（ライプニッツ係数１６．７１１２），労働能力を３５パー

セント喪失したものというべきである。この点，被告らは，原告の症状には

改善可能性があるとして，労働能力喪失期間を長くても５年程度と判断すべ

きであると主張するが，鑑定人は，治る可能性を秘めていると指摘している



ものの，その前提として病気を克服するという強い意思，あるいは今後前向

きの人生観を持って病気を克服しようという気持ちを有することを指摘し

ており，決して改善可能性を楽観視しているわけではないし，また，上記２

(1)に認定のとおり，原告が，Ｅ病院を始め各病院において様々な治療を受

け運動療法の施行を受けるなどして症状改善に向けた努力を重ねてきたに

もかかわらず，本件事故が発生してから１０年以上が経過した現在もなお，

歩行時に杖等を必要とする点や右手指に運動障害がある点など原告の症状

に大きな変化がみられないのであり，以上に照らせば，原告につき，現時点

において，今後，労働能力が回復するような改善がみられるということはで

きないから，被告らの上記主張を採用することはできない。 

   以上によれば，原告の後遺障害による逸失利益は，２０４７万０６３５円 

（円未満切捨て）となる。 

（計算式） 

  ３４９万９９００円×０．３５×１６．７１１２＝２０４７万０６３５円 

(6) 入通院慰謝料        ２６０万円 

   上記２(1)イ及びエに認定のとおり，原告は，Ｃ１病院及びＥ病院におい

て合計１２８日入院したほか，本件事故から症状固定日である平成１２年５

月１２日まで約１年にわたり通院をしたのであるから，原告の入通院に対す

る慰謝料額は２６０万円とするのが相当である。 

(7) 後遺症慰謝料        ６９０万円 

   上記２(3)に説示したとおり，原告は，本件事故により後遺障害等級第９

級１０号の後遺症を負ったものであり，本件に顕れた諸般の事情を考慮する

と，慰謝料額は６９０万円とするが相当である。 

(8) 小計           ３２９２万０８２５円 

(9) 素因減額後の残額     ２６３３万６６６０円 

   上記３に説示したとおり，原告の症状については２割の素因減額を認める 



のが相当であるから，これを減額すると，残額は２６３３万６６６０円とな

る。 

(10) 過失相殺後の残額     ２３７０万２９９４円 

   上記１に認定した過失割合に従って１割を減額すると，残額は２３７０万 

２９９４円となる。 

(11) 損害の填補         ５１０万８３４０円 

   損害の填補として，被告Ａ１が契約をしている保険会社Ｑから原告に，合 

計５１０万８３４０円が支払われたことは，当事者間で争いがないので，こ

れを控除すると，その残額は１８５９万４６５４円となる。 

(12) 弁護士費用         １９０万円 

   弁論の全趣旨によれば，原告は，弁護士である原告訴訟代理人に本件訴訟 

の提起，追行を委任し，着手金及び報酬の支払を約束したことが認められる

ところ，本件事案の内容，難易，審理経過及び認容額等に鑑みれば，本件事

故と相当因果関係にある弁護士費用相当の損害額は，１９０万円と認める。 

(13) 以上によれば，原告に生じた損害の額は，合計２０４９万４６５４円とな 

る。 

  ５ 以上のとおり，本件事故の加害者である亡Ｂは，民法７０９条に基づき，そ

の使用者である被告Ａ１は，自賠法３条に基づき，原告に対し，連帯して，原

告に生じた損害の合計２０４９万４６５４円及びこれに対する不法行為の日

である平成１１年５月２５日から支払済みまで民法所定の年５分の割合によ

る遅延損害金を支払う義務を負うことになる。そして，上記争いのない事実等

(2)のとおり，亡Ｂは，平成１４年２月２７日に死亡し，その妻である被告Ａ

２が２分の１の割合で，その子である被告Ａ３，被告Ａ４及び被告Ａ５が各６

分の１ずつの割合で，それぞれ亡Ｂが負っていた債務を相続したのであるから，

同被告らは，本件事故にかかる原告に対する損害賠償債務についても，上記割

合の限度で被告Ａ１と連帯して，上記支払義務を負うことになる。 



第４ 結論 

    以上の次第で，原告の請求は，被告Ａ１に対し，被告Ａ２，被告Ａ３，被告

Ａ４及び被告Ａ５と連帯して（ただし，被告Ａ２とは主文２項の限度で，被告

Ａ３，被告Ａ４及び被告Ａ５とは主文３項ないし５項の限度で，それぞれ連帯

して）２０４９万４６５４円及びこれに対する平成１１年５月２５日から支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を，被告Ａ２に対し，

被告Ａ１と連帯して１０２４万７３２７円及びこれに対する同日から支払済

みまで同割合による遅延損害金の支払を，被告Ａ３に対し，被告Ａ１と連帯し

て３４１万５７７５円（円未満切捨て）及びこれに対する同日から支払済みま

で同割合による遅延損害金の支払を，被告Ａ４に対し，被告Ａ１と連帯して３

４１万５７７５円（円未満切捨て）及びこれに対する同日から支払済みまで同

割合による遅延損害金の支払を，被告Ａ５に対し，被告Ａ１と連帯して３４１

万５７７５円（円未満切捨て）及びこれに対する同日から支払済みまで同割合

による遅延損害金の支払を，それぞれ求める限度で理由があるからこれを認容

し，その余の請求はいずれも理由がないから棄却することとして，主文のとお

り判決する。 
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